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　北海道における良好な景観形成をより一層推進する
ためには、道内において景観形成を先導している景観
行政団体が密に連携し、道内における景観形成の先進
的な取組について学び、他地域の景観づくりの参考と
していくこと、さらには、景観法及び関連制度の長所
を最大限活用した景観施策を効率的・効果的に展開し
ていくことが重要です。
　このようなことから、北海道開発局と北海道では、
道内の景観行政団体に呼びかけ、昨年 5月に景観行政
団体等連携会議を設置し、本年 7月12日に第 2回の連
携会議を開催しました。開催にあたっては、連携会議
の構成員以外の市町村にも参加を呼びかけ、計27市町
村の参加がありました。以下、第 2回連携会議の開催
結果について紹介します。

1 　国土交通省からの情報提供
⑴　広域景観への取組状況等
景観法に関する最近の動向等

　景観行政団体とは、景観計画の策
定や、景観重要建造物・樹木の指定
などの景観法を活用した景観行政を
推進する地方公共団体のことで、都
道府県、政令市、中核市の法定景観
行政団体と、都道府県知事の同意を
得たその他市区町村があります。
　平成23年 6 月 1 日現在、景観行政
団体は全国で508団体、景観計画策
定団体は300団体となっています。
広域景観への取組状況

　景観法では、基礎自治体を景観行政の実施主体とし
ていますが、国土交通省では、行政界を超えて形成さ
れる広域的な景観について、昨年度から調査検討を
行っています。昨年度実施した全地方公共団体を対象
にしたアンケートの結果から、主なものについて紹介
します。

■ 北海道における美しい景観形成の推進を目指して ■
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•広域景観に取り組んでいる自治体
　都道府県で62％、市町村で 6％でした。市町村の割
合が少ないですが、都道府県と一緒に取り組んでいて
も、主体的な取り組みがない場合には、「取り組んで
いない」と回答したケースもあるものと考えられます。
•広域景観の特徴
　「行政界をまたいで一体的な空間となっている地域
（河川、海岸線、海峡等）の景観」を、広域で共有資
源として活用している事例が最も多いです。

•広域景観に関する取組内容（市町村からの回答）
　「連携した景観資源の保全・活用の取組」や「マスター
プランやガイドライン等の策定による、方向性の共有
化」が多いです。

•広域景観への取組上必要なこと（市町村からの回答）
　「複数の市町村に係る広域景観における市区町村、
都道府県、国の調整事項の明確化」が最も多いです。

⑵　シーニックバイウェイ北海道の取組状況
シーニックバイウェイ北海道とは

　シーニックバイウェイ北海道は、
みちをきっかけに地域住民の方々と
行政が連携し、景観をはじめとした
地域資源の保全・改善の取組を進め
ることにより、「美しい景観づくり」
「魅力ある観光空間づくり」「活力あ
る地域づくり」を図る取組です。
　道外から来られる観光客の方は、
景観を楽しむことを目的にしている
人が多く、そういった美しい景観を保全し、また改善
することにより、観光産業をはじめとする地域産業の
活性化につながるものと考えています。
　平成23年 6 月現在では、九つの指定ルートと三つの
候補ルートが認定（ 9月現在、11の指定ルートと一つ
の候補ルート）されており、NPOや商工会の方々な
ど約350の団体が参加しています。また、指定ルート
では、ルート内の市町村や国・北海道の出先機関など
でルート運営行政連絡会議が構成されており、各ルー
トの活動を支援していただいているところです。
シーニックバイウェイ北海道の活動事例

•既存の景観を改善・保全する取組
　シーニックバイウェイ北海道では、既存の美しい景
観を改善、保全する取組を行っており、例えば、地域
の沿道景観を美しくするための清掃活動も全道各地で
行われています。また、行政と住民等の協働による道
路景観診断や、案内看板の集約、使用されていない看
板の撤去等が行われています。
•視点場探し・視点場づくりの取組
　シーニックバイウェイ北海道では、北海道の美しい
景観を楽しんでもらうため、あまり知られていない視
点場を探したり、整えたりする活動も全道各地で行わ
れています。例えば、南十勝夢街道の共栄牧場（幕別
町）では、高台にある東屋の周辺に、期間限定（今年
度は、 7月 2 日～ 9 月25日の毎週土・日の10～15時。
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雨天時を除く）のシーニックカフェが設置されており、
南北に伸びる日高山脈、広大な農村風景を望むことが
できます。
•新たな景観を生み出す取組

　シーニックバイウェイ北海道では、新たな景観を生
み出す工夫も行われています。例えば、冬の新たな景
観を生み出す取組として、あかりで雪の道をつなぎ幻
想的な美しい空間を創出する「シーニックナイト」（支
笏湖洞爺ニセコルート）や、雪を使って芸術的な景観
づくりを行う「ウィンターサーカス」（大雪・富良野ルー
ト）などが行われています。また、新千歳空港や稚内
空港などの周辺では、沿道に植えられた花が、空から
の観光客を出迎えています。

2 　北海道庁からの情報提供
北海道景観づくりサポート企業登録制度
　北海道では、特別な予算を使うこ
となく政策課題の解決や道民サービ
スの向上を図ろうとする取組を「赤
レンガ・チャレンジ事業」とネーミ
ングして推進しています。北海道景
観づくりサポート企業登録制度も、
この赤レンガ・チャレンジ事業とし
て創設した取組です。
　北海道景観づくりサポート企業登
録制度は、本年度 4月 1日より受付を開始しています。
良好な景観に配慮した取組、良好な景観への配慮に優
れた製品開発、良好な景観形成に役立つ事業に自ら取
り組む又は支援する法人や個人を幅広く登録対象にし
ています。
　北海道は、①道のホームページ等で企業名や取組内
容等を紹介するほか、登録企業に対し、②景観関連の
情報提供、③登録企業が従業員のために開催する研修
等に職員を講師として派遣、④ロゴマークの提供によ
り支援を行っていきます。活用しやすい制度にしたい
と考えていますので、どうぞよろしくお願いします。

■ 北海道における美しい景観形成の推進を目指して ■

シーニックカフェ

シーニックナイト

ウィンターサーカス

小川　泰子　氏
北海道建設部まちづくり
局都市計画課基本計
画・景観グループ主任
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3 　道内景観行政団体からの取組事例紹介
⑴　函館市における景観行政の取組
　函館は、安政 6 年（1859年）、今
から152年前に、長崎、横浜とともに、
わが国最初の国際貿易港として開港
し、いち早く諸外国の文化に触れ、
特有の歴史的文化的景観を有してい
る街です。
　函館の歴史的景観は、西部地区に
見られるように、函館山の麓の傾斜
地が大火対策で造られた広幅員の街
路で区切られ、その中に、洋風建築や和風建築のほか
和洋折衷様式の様々なデザインの歴史的な建築物が建
ち並び、それらが融合した独特のものとなっています。
　こうした景観は、昭和50年代に入ると歴史的建造物
の老朽化等を理由に取り壊しが進むことで失われつつ
あったことから、市民から町並み保存の気運が高ま
り、函館市も景観条例制定に向けて動き出しました。
　歴史的景観の保全に向けた具体的な取組としては、
昭和57年から58年の西部地区の伝統的建造物群につい
ての調査を足掛かりに、昭和63年に「函館市西部地区
歴史的景観条例」を、平成 7年には「函館市都市景観
条例」を制定しました。そして、わが国で初めての景
観に関する総合的な法律である景観法が平成16年に施
行されたことにより、函館市景観条例は平成20年 3 月
に自主条例から景観法に基づく条例に改正し、景観計
画を同年10月に策定しました。
　これら景観保全に関する取組としては、平成元年度
から景観形成指定建築物等や伝統的建造物の外観の修
理に対する助成や、空き家となった歴史的建造物を復
元する「西部地区空き家再生事業」、一定規模の建物
を計画する際の「景観アドバイザーによる事前相談制
度」を行っています。
　函館市の景観行政における今後の課題については、
次の三つが挙げられます。
　一つ目は、後継者対策であり、指定建築物の所有者

の高齢化に伴い、次世代にわたって指定建築物を引き
継いでいくための施策が必要であると考えています。
　二つ目は、防火対策です。西部地区は木造家屋が多
く、歴史的建造物は築後80年以上を経過しており、現
在の防火に関する規定を満足している建物は少なく、
また、地域全体でも、空き家、空き地などが多くなっ
ていることから、火災に対する備えが必要となってき
ています。
　三つ目は、観光開発対策です。西部地区は町屋を中
心とした住宅地ですから、生活の場として、歴史・文
化を保全・継承していかなければなりませんが、その
一方で、魅力ある歴史的景観は観光資源にもなってお
り、観光客による騒音やプライバシーの侵害のほか、
土産物店などの進出による地域の商業化などにより、
住環境の低下をもたらすなどの問題が起きています。

⑵　小樽市における景観行政の取組
　小樽市では、昭和58年に、運河論
争を契機に北海道で初めての「小樽
市歴史的建造物及び景観地区保全条
例」を制定しました。その後、平成
4年には、眺望景観を阻害するマン
ション建設計画を契機に、市域全域
を対象とした総合的な都市景観条例
である「小樽の歴史と自然を生かし
たまちづくり景観条例」を制定し、
景観法の公布を契機に平成18年には「景観行政団体」
となりました。平成20年には「小樽市景観計画」の策
定に併せ、「景観条例」を改正し、平成21年 4 月からは、
良好な都市景観の形成を推進するため、新「景観条例」
を施行し、小樽らしい良好な都市景観の形成に努めて
ます。
　小樽市の屋外広告物規制ですが、街並みを構成する
景観要素として「建築物・工作物」「屋外広告物」が
あります。これまで、小樽市では、平成 4年施行の自
主条例である「景観条例」で規制誘導を行ってきまし

行政情報 #01

長谷部　毅　氏
函館市都市建設部都市
デザイン課主査

辻　景介　氏
小樽市建設部まちづくり
推進課主任
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たが、「建築物・工作物」については、平成21年の新
条例により、景観法に基づく規制を行っています。一
方、「屋外広告物」については自主条例に基づく規制
と屋外広告物法に基づく道条例で規制を行っていま
す。今後、屋外広告物の手続きの一元化と、法律に基
づく規制を行うため、平成24年には屋外広告物法に基
づく「小樽市屋外広告物条例」を制定し、小樽の地域
特性に合った規制誘導を行っていきたいと考えてい 
ます。
　屋外広告物を設置する場合、現在、北海道には道条
例に基づく「許可申請」を行い、同時に小樽市には景
観条例に基づく「届出」を行うことになっています。
小樽市では、景観計画により区域区分ごとに景観条例
で設置基準を定め、規制誘導を行っていますが、課題
として自主条例による規制誘導では、「法」による裏
付けがないこと、また、形態意匠、色彩などの具体的
な数値基準が定められていないことなどから、規制誘
導にも限界がありました。
　こうした課題の解決に向けて、法に基づく条例への
移行の検討や具体的な形態意匠、色彩などの基準を示
すデザインコードの検討を行い、道内で初めての景観
行政団体による、独自の屋外広告物条例の制定に向け
て検討を進めてきました。
　小樽市独自の屋外広告物条例の制定に向けて、平成
21年に国土交通省の「地域景観づくり緊急支援事業」
を活用し、「屋外広告物のデザインコード（案）」を策
定しました。案では、区域区分を小樽市景観計画に基
づき、大きく「小樽歴史景観区域」「市域全域」「禁止
地域」の三つに区分しています。屋外広告物の「高さ」
の「許可基準（案）」は歴史的景観地域（小樽歴史景
観区域内の地域）では高さ15ｍ以下とする基準を、ま

た、「面積」の「許可基準（案）」は歴史的景観地域で
は一面の表示面積が35㎡以下とする基準を考えていま
す。いずれも、これまで小樽市が指導してきた数値基
準を基に、地域の景観に配慮した基準を考えています。
色彩基準については、屋外広告物の「地色」部分のみ
「彩度」の数値基準を定め、対象区域全て「10以下」
とし、彩度が「10を超える色」を使用したい場合は、
表示できる面積の基準を考えています。
　平成23年度には、権限移譲について、北海道との協
議を行うなどし、最終的には平成24年に「小樽市屋外
広告物条例（仮称）」の施行を予定しています。

4 　意見交換
⑴　景観阻害物件への対応
北海道　「周囲の景観と調和のとれたもの」というよ
うな抽象的な景観形成基準の場合、景観阻害物件につ
いて判断が分かれたり、対応が難しいケースがありま
す。景観形成基準の今後の見直し等について、函館市
で考えられていることがあれば教えてください。
函館市　今まさに、函館市の景観審議会の専門部会で、
他都市の事例も参考にしながら、抽象的な表現を具体
的な表現に改める方向で議論されているところです。
黒松内町　黒松内町では、廃屋が景観の阻害の大きな
要因となっています。和歌山県で、県が廃屋の所有者
に対して要請や勧告、命令を行って、その後行政代執
行によって廃屋を撤去できる条例（建築物等の外観の
維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例）が制
定されることが先日新聞で報道されていました。この
ような取組が、道内あるいは全国で行われているかど
うかお聞きしたい。そして、国や北海道に、このよう
な制度づくりにぜひ取り組んでいただきたいです。

■ 北海道における美しい景観形成の推進を目指して ■
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国土交通省　全国で 5団体くらいが条例等を作ってい
て、ニセコ町は相当早い段階で廃屋対策の制度をつく
られていたと思います。費用の面では、社会資本整備
総合交付金等を有効に活用していただければと思い 
ます。
ニセコ町　ニセコ町では、廃屋の撤去及び処理に要す
る費用の 3分の 1を補助することしています。空き家
で一番困るのは所有者の所在が不明な場合です。所有
者をどう追いかけるかが課題です。
北海道　条例制定以前から存在する廃屋（既存不適格
物件）への対応についても考えをめぐらせる必要があ
ります。北海道としても和歌山県などの事例を研究し
ていきたいと考えています。
国土交通省　和歌山県の場合は、既存不適格物件につ
いても「命令」できる規定を条例の附則に設けていた
と記憶しています。

⑵　屋外広告物に関する地域独自のルール
北海道　小樽市で強制力を伴う条例化を検討していく
際に、問題になった部分、小樽市の景観審議会で議論
になったこと、難しかった部分などを教えてください。
小樽市　審議会では、屋外広告物の場合は道路沿いに
設置されるものが多いため、面的な規制基準のほかに
線的な規制基準を設ける必要性が指摘されました。現
在はこの方向で検討を進めています。
　また、色彩に関して言えば、現在の自主条例では、「高
彩度又は高明度のものは避ける」という表現になって
いて具体的な数値基準がないため、規制誘導に限界が
ありました。一番大きく目立つのは地色が赤だったり
黄色だったりする場合なので、まずは、地色部分のみ
彩度の数値基準を定める方向で検討しています。
　いずれにしましても、今後パブリックコメントを実
施し決定していく予定です。
国土交通省　羊蹄山麓地域では、後志総合振興局と羊
蹄山麓広域景観づくり推進協議会が地域住民、事業者、
行政機関と連携して、「羊蹄山麓景観広告ガイドライ

ン」を平成21年度末に作成しています。その後の地域
の動きについて教えてください。
後志総合振興局　ガイドラインの普及推進に向けて取
り組んでいます。平成22年度から、ニセコ町全域と倶
知安町ひらふ地域の 2カ所で、地域独自の広告サイン
のルールの作成に向け、地域の方々と勉強会やワーク
ショップを行っています。
　これ以外では、真狩村で花による景観づくりのセミ
ナーを今年の 6月に開催しましたし、喜茂別町では公
共サインの整備をガイドラインに基づいた方向で整備
をしていこうという動きがあります。

＊
　北海道開発局と北海道では、道内の景観づくりに関
する情報共有や関係者連携ネットワークの拠点となる
「北海道景観づくりポータルサイト」を昨年 6 月に開
設し、共同で運営しています。第 2回北海道景観行政
団体等連携会議の詳細情報についても掲載しています
のでぜひご覧ください。

※　北海道景観づくりポータルサイト
http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_ jigyou/toshi/
keikansite/index.html

■ 北海道における美しい景観形成の推進を目指して ■行政情報 #01


